
総
務
費

　
　
　

退
職
し
た
自
衛
官
を
臨

時
職
員
と
し
て
採
用
す
る
と
の

説
明
だ
が
、
採
用
に
至
る
経
緯

と
職
務
の
内
容
は
。

　
　
　

地
域
防
災
計
画
の
作
成

な
ど
に
体
験
実
績
の
あ
る
職
員

が
必
要
で
あ
り
、
県
の
地
域
支

援
セ
ン
タ
ー
に
依
頼
し
、
紹
介

い
た
だ
き
ま
し
た
。
職
務
は
消

防
防
災
対
策
室
で
防
災
対
策
を

担
当
し
ま
す
。

民
生
費

　
　
　

要
援
護
者
支
援
台
帳
整

備
の
内
容
と
個
人
情
報
の
対
応

は
。

　
　
　

65
歳
以
上
の
世
帯
や
障

が
い
者
な
ど
の
世
帯
を
要
援
護

者
支
援
台
帳
に
記
載
し
、
自
治

会
や
民
生
委
員
に
提
供
し
ま
す

が
、
個
人
情
報
の
扱
い
に
つ
い

て
は
、
誓
約
書
を
取
り
、
漏
え

い
の
な
い
よ
う
努
め
ま
す
。

衛
生
費

　
　
　

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
設
置
助
成
の
現
状
は
。

　
　
　

平
成
24
年
度
予
算
で
１

２
３
件
分
を
計
上
し
ま
し
た
が
、

９
月
で
予
算
を
消
化
す
る
こ
と

か
ら
、
１
３
０
件
分
を
追
加
計

上
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。　

　
　
　

環
境
学
習
多
目
的
施
設

建
設
事
業
の
内
容
と
事
業
者
の

選
定
は
。

　
　
　

環
境
学
習
多
目
的
施
設

は
小
野
上
処
分
場
建
設
に
対
す

る
地
元
要
望
で
あ
り
、
基
本
構

想
図
を
作
成
す
る
も
の
で
す
。

農
林
水
産
業
費

　
　
　

選
別
農
薬
農
法
の
効
果

と
検
証
は
。

　
　
　

新
し
い
事
業
で
あ
り
、

安
全
な
野
菜
を
ブ
ラ
ン
ド
と
す

る
農
業
振
興
に
つ
な
げ
て
い
け

る
よ
う
に
推
進
し
ま
す
。

都
市
計
画
費

　
　
　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進

事
業
は
申
請
者
が
多
く
、
年
度

途
中
で
の
要
綱
の
変
更
を
伴
う

補
正
の
必
要
性
と
要
綱
の
拡
大

解
釈
の
問
題
点
は
。

　
　
　

限
ら
れ
た
財
源
の
中
で

の
対
応
で
あ
り
、
対
象
を
要
綱

で
決
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
つ
い
て

は
柔
軟
に
対
応
し
ま
す
。

教
育
費

　
　
　

小
学
校
施
設
管
理
事
業

で
遊
具
の
撤
去
後
の
要
望
は
。

　
　
　

撤
去
後
は
学
校
と
相
談

し
新
年
度
以
降
に
対
応
し
ま
す
。

　
　
　

須
永
児
童
文
庫
設
置
の

市
民
へ
の
紹
介
は
。

　
　
　

生
前
よ
り
文
庫
を
設
置

し
た
い
と
の
要
望
に
沿
い
設
置

し
た
も
の
で
、
遺
族
と
相
談
し

対
応
し
ま
す
。

撤去される遊具

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

　

委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案

は
、
財
産
の
処
分
、
財
産
の
取

得
の
２
議
案
で
、
い
ず
れ
も
全

会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

財
産
の
処
分
は
、
群
馬
県
警

察
本
部
渋
川
警
察
署
庁
舎
移
転

新
築
事
業
に
供
す
る
土
地
と
し

て
処
分
す
る
も
の
で
す
。

　

財
産
の
取
得
は
、
老
朽
化
し

た
２
台
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

を
更
新
す
る
も
の
で
す
。

　

オ
ス
プ
レ
イ
と
米
軍
艦
載
機

の
渋
川
上
空
で
の
飛
行
訓
練
禁

止
を
求
め
る
請
願
書
及
び
垂
直

離
着
陸
機
オ
ス
プ
レ
イ
沖
縄
配

備
と
飛
行
訓
練
の
中
止
を
求
め

る
意
見
書
採
択
に
関
す
る
請
願

は
２
件
と
も
賛
成
多
数
で
採
択

と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
定
例
会
で
、
委
員
会

に
付
託
さ
れ
た
議
案
な
ど
は
、

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
市
営
住
宅
使
用
料
と

駐
車
場
使
用
料
を
債
務
者
の
所

在
が
不
明
の
た
め
、
権
利
を
放

棄
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

保
証
人
な
し
の
契
約
で
あ
っ
た

こ
と
、
合
併
前
か
ら
の
問
題
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
議
論
が
さ
れ
、

滞
納
整
理
の
あ
り
方
、
類
似
案

件
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の

善
処
、
改
善
を
し
て
い
く
こ
と

で
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

請
願
２
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
守
り
推
進

す
る
基
本
法
（
仮
称
） 

」
の
法

制
化
を
求
め
る
意
見
書
提
出
を

求
め
る
請
願
書
及
び
義
務
教
育

費
国
庫
負
担
制
度
を
堅
持
す
る

と
と
も
に
、
国
負
担
割
合
を
２

分
の
１
に
復
元
す
る
こ
と
を
求

め
る
意
見
書
の
採
択
に
関
す
る

請
願
書
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致

で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
会
議
か
ら
付
託
さ
れ
た
議
案
の
審
査
の
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
す
。

 　

平
成
24
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
は
多
数
決
、
特
別
会
計
は
全

会
一
致
で
、
全
議
案
と
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

予
算
特
別
委
員
会
で
の
主
な
質
疑
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

常
任
委
員
会
の
審
査

予
算
特
別
委
員
会
の
審
査

市
民
経
済

総
務
企
画

建
設
水
道

教
育
福
祉


